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判例研究

判
例
研
究

「
裁
判
の
公
開
及
び
ア
ク
セ
ス
権
」

関
す
る
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例

に

九
州
公
法
判
例
研
究
会

　
裁
判
の
公
開
原
則
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
近
代
的
な
裁
判
制
度
に
お

け
る
基
本
的
な
原
則
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

憲
法
の
修
正
第
六
条
に
よ
り
、
裁
判
の
公
正
を
保
ち
、
裁
判
に
対
す
る
国

民
の
信
頼
を
高
め
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
又
、
公

衆
と
報
道
機
関
の
裁
判
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
権
に
と
っ
て
も
裁
判
の
公
開

は
重
要
で
あ
る
。
最
近
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
は
こ
の
原

則
及
び
ア
ク
セ
ス
権
に
つ
き
、
い
く
つ
か
の
判
決
を
下
し
て
お
り
、
従
来

の
考
え
方
と
若
干
異
な
る
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

　
即
ち
、
一
九
七
九
年
の
O
§
誌
ミ
、
O
P
斜
b
鳴
ぎ
ζ
§
む
事
件
に
於

て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
刑
事
裁
判
の
公
開
を
求
め
る
憲
法
上
の
権
利

（
修
正
第
六
条
）
は
、
も
っ
ぱ
ら
被
告
人
に
属
し
、
公
衆
は
、
修
正
第
六

条
及
び
修
正
第
一
四
条
に
基
づ
い
て
、
刑
事
裁
判
を
傍
聴
す
る
権
利
を
有

し
な
い
、
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
買
Φ
三
巴
に
限
ら
ず
裁
判

を
含
む
刑
事
手
続
全
般
に
妥
当
す
る
と
解
し
た
。
同
判
決
は
、
修
正
第
一

条
に
関
す
る
主
張
に
対
す
る
判
断
を
避
け
た
こ
と
、
及
び
各
裁
判
官
の
見

解
が
区
々
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
大
き
な
混
乱
と
論
議
を
引
き

起
こ
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
混
乱
と
論
争
は
、
翌
年
の
ミ
き
§
§
黛
ミ
ミ
㍗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

特
ミ
ミ
シ
N
§
●
賠
・
G
o
ミ
§
§
ミ
恥
ミ
ミ
ミ
く
“
武
帖
ミ
貸
判
決
に
よ
っ
て
一

部
解
決
さ
れ
た
。
即
ち
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
公
衆
と
報
道
機
関
は
修
正

第
一
条
及
び
修
正
第
一
四
条
に
基
づ
い
て
刑
事
裁
判
を
傍
聴
す
る
憲
法
上

の
権
利
が
あ
る
、
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
連
邦
最
高
裁
判
所

は
そ
の
権
利
が
刑
事
裁
判
の
審
理
だ
け
で
な
く
、
陪
審
員
を
選
任
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

＜
o
貯
U
貯
Φ
℃
8
0
Φ
①
α
冒
o
q
ま
で
及
ぶ
、
と
判
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、

同
じ
年
に
同
裁
判
所
は
修
正
第
六
条
に
関
し
、
　
胃
簿
ぽ
巴
0
8
8
Φ
9
⇒
α
q

（
ω
弓
鷺
Φ
ω
忽
8
げ
①
碧
冒
α
q
）
の
非
公
開
に
つ
い
て
は
非
公
開
を
求
め
る
側

が
審
理
非
公
開
に
よ
る
利
益
が
公
開
に
よ
る
利
益
に
対
し
て
。
く
。
霧
一
α
ぎ
o
q

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
判
示
し
、
㌔
、
禽
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

肉
ミ
ミ
博
識
亀
テ
ス
ト
を
先
例
と
し
た
。
本
研
究
で
は
、
右
の
よ
う
な
判
例

変
更
を
ミ
忘
§
o
ミ
事
件
以
下
の
三
判
決
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
す
る
。

ド
・

判
例
の
紹
介

裂
き
§
§
織
　
審
＄
愚
斜
廿
ミ
漁
　
ミ
ら
・
隠
・

≦
、
讐
ミ
3
詮
。
。
d
●
ω
・
α
㎝
α
（
日
⑩
◎
。
O
）
・

〔
事
実
の
概
要
〕

聖
．
ミ
ミ
§
貸
事
件
は
、

9
§
§
§
ミ
§
§
ミ

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ァ
州
県
9
昌
。
＜
Φ
『
O
o
二
昌
曙
で
発
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生
し
た
ホ
テ
ル
経
営
者
殺
害
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
控
訴
審
で
あ

る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
、
第
一
審
の
有
罪
判
決
で
使
わ
れ
た

唯
一
の
物
的
証
拠
が
違
法
に
収
集
さ
れ
た
も
の
と
判
断
し
、
こ
れ
を
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
原
判
決
を
破
棄
、
差
し
戻
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
差
し
戻
し
審
に
お
け
る

冒
頭
に
、
被
告
人
側
（
ω
叶
①
＜
①
づ
ω
り
づ
）
は
、
「
誰
が
何
を
証
言
し
た
か
を

（
陪
審
員
が
）
評
価
す
る
に
あ
た
り
、
い
か
な
る
情
報
の
公
開
も
望
ま
し

く
な
い
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
審
理
非
公
開
の
申
し
立
て
を
行
っ
た
。
検

察
側
も
本
件
の
上
告
人
で
あ
る
二
名
の
新
聞
記
者
を
含
む
傍
聴
人
も
こ
れ

に
異
議
を
申
し
立
て
ず
、
事
実
審
裁
判
官
は
審
理
非
公
開
を
命
じ
た
。
翌

日
に
な
っ
て
ミ
簿
§
§
貸
≧
§
愚
Q
鷺
背
節
㌧
遮
ら
．
と
二
名
の
新
聞
記
者
は

こ
の
非
公
開
命
令
に
異
議
を
申
し
立
て
た
。
し
か
し
、
審
理
の
方
は
そ
の

ま
ま
非
公
開
に
行
わ
れ
、
被
告
人
は
無
罪
と
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
裁
判
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は
本
件
上
告
人
に
対
し
認
め
て
い
た
§
§
㌣
o
ミ
§
訴
訟
参
加
に
関
す

る
審
理
を
行
い
、
上
告
人
の
申
し
立
て
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
本
件
上
告

人
は
連
邦
最
高
裁
判
所
に
ミ
ミ
ミ
ミ
賊
の
請
求
を
し
、
同
裁
判
所
が
こ

れ
を
受
理
し
た
の
で
あ
る
。

〔
判
旨
〕

　
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
七
対
一
（
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
不
参
加
）
の
多
数

意
見
（
覧
霞
巴
詳
《
o
℃
凶
島
§
）
で
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
最
高
裁
判
所
判
決

を
覆
し
た
。

〈
バ
・
ー
ガ
ー
長
官
の
多
数
意
見
（
ホ
ワ
イ
ト
、
ス
テ
ィ
ヴ
ェ
ン
ス
裁
判
官

　
同
意
、
な
お
両
裁
判
官
に
補
足
意
見
が
あ
る
が
省
略
す
る
）
〉

　
バ
ー
ガ
ー
長
官
は
、
修
正
第
一
条
及
び
修
正
第
一
四
条
は
公
衆
と
報
道

機
関
が
刑
事
裁
判
を
傍
聴
す
る
権
利
を
保
障
し
、
そ
し
て
、
「
o
く
Φ
思
置
営
鐙

な
（
優
越
的
な
）
利
益
の
為
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
な

い
場
合
」
に
は
、
審
理
を
公
開
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
判
示
し

（
7
）

た
。
こ
の
判
断
に
つ
き
四
つ
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
た
。

　
ω
　
刑
事
裁
判
に
お
け
る
審
理
公
開
の
推
定
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統

　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
一
部
な
の
で
あ
り
、
こ
の
推
定
に
よ
っ
て
、
審
理
が
全
て
の
利
害
関
係

者
に
対
し
公
正
に
行
わ
れ
、
偽
証
　
（
づ
Φ
二
償
【
蜜
）
、
訴
訟
関
係
者
の
非
行

（
昌
P
一
ω
O
O
］
P
α
d
「
O
け
）
、
偏
頗
（
づ
議
事
巴
一
審
）
に
基
づ
く
判
決
が
防
止
さ
れ
て

き
た
。
更
に
、
刑
事
裁
判
所
制
度
が
有
効
に
作
用
す
る
為
に
は
、
裁
判
が

正
義
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
の
正
義
の
具
現

は
裁
判
過
程
を
人
々
が
観
察
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
よ

く
行
わ
れ
る
。
公
衆
の
傍
聴
に
よ
っ
て
、
刑
事
裁
判
で
行
わ
れ
る
事
柄

は
、
そ
の
本
来
あ
る
べ
き
形
式
、
及
び
そ
の
内
実
を
備
え
る
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
し
た
現
代
社
会
に
お
い
て
も

同
様
で
、
た
だ
こ
の
場
合
に
は
報
道
機
関
が
い
わ
ゆ
る
公
衆
の
代
理
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
囲
　
刑
事
裁
判
の
公
開
に
対
す
る
公
衆
の
権
利
を
基
礎
づ
け
る
明
文
規

定
が
憲
法
に
は
ど
こ
に
も
な
い
が
、
そ
の
憲
法
上
の
根
拠
は
、
先
ず
修
正

第
一
条
の
言
論
・
出
版
の
自
由
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る

「
統
治
の
作
用
に
関
す
る
事
項
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
」
に
求

　
　
　
（
－
o
）

め
ら
れ
る
。
刑
事
裁
判
が
ど
の
様
に
行
わ
れ
る
か
は
、
他
の
統
治
作
用
に

比
べ
て
、
国
民
に
と
っ
て
よ
り
関
心
の
あ
る
重
要
な
事
項
で
あ
る
と
思
わ

53　（2　●158）　348



判例研究

れ
て
い
る
し
、
又
、
修
正
第
一
駆
上
の
権
利
は
「
思
想
と
情
報
を
取
得
す

る
」
た
め
に
様
々
な
脈
絡
で
援
用
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
言
論
・
出
版
の
自

由
の
保
障
に
よ
っ
て
政
府
は
、
修
正
第
一
条
採
択
の
時
点
に
お
い
て
、
そ

れ
以
前
か
ら
ず
っ
と
公
衆
に
公
開
さ
れ
て
き
た
法
廷
を
然
る
べ
き
手
続
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

経
る
こ
と
な
く
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
、
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
個
　
権
利
は
、
憲
法
が
そ
の
明
文
規
定
に
よ
っ
て
保
障
す
る
こ
と
が
な

く
と
も
、
憲
法
の
明
文
規
定
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
他
の
権
利
の
享
受
に

欠
か
せ
ぬ
も
の
と
し
て
憲
法
的
保
障
の
対
象
と
な
る
。
刑
事
裁
判
を
傍
聴

す
る
権
利
も
ま
た
、
修
正
第
一
条
の
個
別
の
保
障
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
基

　
　
　
　
　
（
1
2
）

本
権
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
々
が
長
年
に
わ
た
り
行
使
し
て
き
た
こ

の
権
利
が
な
け
れ
ば
、
言
論
・
出
版
の
自
由
の
重
要
な
部
分
が
損
な
わ
れ

て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
こ
の
権
利
は
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ω
　
本
件
の
裁
判
官
の
非
公
開
命
令
に
つ
い
て
は
、
O
り
非
公
開
の
支
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
必
要
な
事
実
認
定
を
全
く
行
っ
て
お
ら
ず
、
ω
審
理
の
公
正
さ
を
担
保

す
る
と
い
う
必
要
に
応
え
る
代
替
手
段
（
鋤
一
け
Φ
『
旨
鋤
け
一
く
Φ
ω
）
の
存
否
を
検

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

噂
す
る
こ
と
も
な
く
、
㈲
公
衆
又
は
報
道
機
関
が
刑
事
裁
判
を
傍
聴
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

憲
法
上
の
権
利
を
全
く
認
あ
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
以
上
の
四
点
に
よ

り
、
当
該
刑
事
裁
判
は
公
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
原
判
決
は
破
棄
さ

れ
る
。

〈
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
多
数
意
見
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
同
意
〉

O
Q
§
ミ
、
事
件
で
は
、
刑
事
裁
判
の
公
開
を
求
め
る
憲
法
上
の
権
利

（
修
正
第
六
条
に
お
い
て
の
）
は
も
っ
ぱ
ら
被
告
人
に
属
す
る
、
と
判
示

さ
れ
た
の
で
、
本
件
で
は
、
修
正
第
一
条
及
び
修
正
第
一
四
条
が
刑
事
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
1
6
）

判
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
を
公
衆
に
保
障
す
る
か
否
か
が
争
点
と
な
る
。

　
修
正
第
一
条
は
、
表
現
の
自
由
、
思
想
・
情
報
の
交
換
の
自
由
に
と
ど

ま
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
の
共
和
政
体
を
保
障
し
、
発
展
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

ω
嘗
q
o
ε
『
巴
8
冨
（
構
造
的
役
割
）
を
担
う
。
こ
の
よ
う
な
ω
窪
ロ
。
け
霞
巴

8
竃
か
ら
価
値
の
あ
る
公
的
な
討
論
（
口
虹
げ
一
一
〇
　
儀
Φ
げ
鋤
け
①
）
は
公
衆
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
命
題
が
導
き
出
さ
れ
る
。
こ
の

ω
跨
9
0
9
H
巴
モ
デ
ル
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
修
正
第
一
条
と
民
主

政
の
存
続
に
不
可
欠
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
が
結
び
つ
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
欠
か
せ
ぬ
条
件
の
保
障
が
要
請
さ
れ
る
。

こ
の
ω
跨
8
け
9
巴
モ
デ
ル
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
審
理
一
般
の
公
開
に
適
用

す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
二
つ
の
点
か
ら
わ
か
る
。

　
ω
　
裁
判
の
公
開
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
礎
を
お
き
、
か
つ
陪
審
裁
判

の
歴
史
的
発
展
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
歴
史
的

に
、
裁
判
へ
の
公
衆
の
ア
ク
セ
ス
は
、
司
壕
の
濫
用
を
世
論
と
い
う
フ

ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
効
果
的
に
抑
制
し
て
き
允
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
統

治
構
造
に
お
け
る
抑
制
と
均
衡
の
一
つ
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

　
②
　
裁
判
の
公
開
は
刑
事
被
告
入
に
対
し
有
罪
か
否
か
に
つ
い
て
の
公

正
で
正
確
な
裁
判
を
担
保
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

裁
判
の
執
行
に
対
す
る
公
衆
の
信
頼
の
確
保
に
も
欠
か
せ
な
い
。
し
か

し
、
見
の
が
せ
な
い
の
は
、
司
法
制
度
、
更
に
は
統
治
構
造
全
体
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

連
で
裁
判
の
公
開
が
果
た
す
役
割
で
あ
る
。
裁
判
官
は
法
の
形
成
者
と
し

て
社
会
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
更
に
、
裁
判
所
は
、
憲
法
上
の
権
利
を
解
釈
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し
て
適
用
す
る
役
割
を
担
う
、
一
連
の
政
策
形
成
過
程
の
第
一
段
階
を
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

成
す
る
。
つ
ま
り
、
真
の
統
治
過
程
を
構
成
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し

て
裁
判
は
公
的
な
関
心
事
と
な
り
、
裁
判
の
公
開
が
要
請
さ
れ
る
と
と
も

に
、
公
開
に
よ
る
抑
制
と
均
衡
が
求
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
本
件
で
は
、

修
正
第
一
条
及
び
修
正
第
一
四
条
が
刑
事
裁
判
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
を
公
衆

に
保
障
す
る
。

　
原
判
決
破
棄
。

ム
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
の
多
数
意
見
は
省
略
す
る
∀

ム
レ
ー
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
の
反
対
意
見
∀

　
州
レ
ベ
ル
の
裁
判
制
度
の
あ
り
方
は
原
則
と
し
て
州
が
決
定
す
べ
き
で

あ
る
。
最
高
裁
の
介
入
は
憲
法
上
の
明
文
規
定
に
基
づ
き
、
認
め
ら
れ

る
。
本
件
に
お
い
て
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
裁
判
制
度
の
下
で
裁
判
官
の
行

っ
た
こ
と
を
禁
ず
る
も
の
と
し
て
解
釈
で
き
る
憲
法
上
の
規
定
が
見
当
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

ら
な
い
限
り
、
私
は
多
数
意
見
に
反
対
す
る
。

ド

、
＼
題
や
肉
ミ
ミ
辱
適
題
G
食
e
・
魯
慧
識
ミ
G
㌧
・
ミ
．
G
ミ
焼
ト
曽

観
ミ
誘
ミ
♪
　
㎝
卜
。
ピ
妻
今
一
ω
唄
膳
①
鼻
d
．
ψ
㎝
臼
（
お
c
o
鉢
）
・

〔
事
実
の
概
要
〕

　
こ
の
判
決
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
空
く
Φ
誘
箆
Φ
O
o
O
昌
身
で
発
生

し
た
強
姦
裁
判
の
為
の
く
。
罵
U
稼
Φ
震
o
o
Φ
Φ
島
ぎ
α
q
（
陪
審
員
予
備
尋
問

（
2
5
）

手
続
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
手
続
き
に
先
立
っ
て
、
本
件
の
上

告
人
の
㌔
ミ
霧
肉
ミ
ミ
特
適
題
O
◎
・
は
、
こ
れ
を
公
衆
と
報
道
機
関
に
公

　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

遇
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
検
察
側
は
、
報
道
機
関
の
出
席
に
よ
っ
て
、
公

正
な
裁
判
を
保
障
す
る
為
の
陪
審
員
の
率
直
な
（
又
は
公
平
な
）
応
答
が

損
な
わ
れ
る
、
と
い
う
理
由
で
非
公
開
を
要
求
し
た
。
担
当
裁
判
官
も
こ

れ
に
賛
成
し
た
。
そ
こ
で
裁
判
官
は
く
9
『
U
跨
①
鷺
o
o
Φ
Φ
9
⇒
σ
q
に
費

さ
れ
た
六
週
間
の
う
ち
三
日
以
外
を
非
公
開
と
し
、
更
に
、
速
記
録
の
公

開
を
も
拒
否
し
た
。

　
ミ
題
や
寒
欝
巷
誌
亀
O
Q
。
は
、
＜
o
『
U
罵
①
嘆
o
o
Φ
①
働
貯
σ
Q
の
非
公

開
命
令
の
取
り
消
し
、
及
び
そ
の
速
記
録
の
公
開
を
求
め
て
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
の
O
o
¢
算
o
h
＞
O
℃
Φ
巴
に
控
訴
し
た
。
O
o
戴
暮
O
h
＞
O
℃
①
巴
は

こ
れ
を
棄
却
し
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
最
高
裁
判
所
は
本
件
の
上
告
人

の
訴
え
を
び
＄
鼠
コ
ひ
q
す
ら
与
え
る
こ
と
な
く
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
上
告

人
は
連
邦
最
高
裁
に
ミ
ミ
ミ
ミ
賊
の
請
求
を
し
、
同
裁
判
所
が
こ
れ
を

受
理
．
し
た
の
で
あ
る
。

〔
三
図
〕

　
最
高
裁
は
、
九
対
○
の
法
廷
意
見
で
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
O
o
億
詳

。
団
〉
℃
℃
①
巴
の
判
決
を
棄
却
し
、
差
し
戻
し
た
。

〈
バ
ー
ガ
ー
長
官
の
法
廷
意
見
（
ブ
レ
ナ
ン
、
ホ
ワ
イ
ト
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ

　
ン
、
パ
ウ
エ
ル
、
ス
テ
ィ
ヴ
ェ
ン
ス
、
オ
コ
ン
ネ
ル
裁
判
官
同
意
、
な

　
お
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
ス
テ
ィ
ヴ
ェ
ン
ス
、
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
補
足
意
見

　
が
あ
る
が
省
略
す
る
）
∀

　
第
一
に
、
「
刑
事
裁
判
に
お
け
る
。
℃
Φ
⇒
℃
億
σ
一
望
O
円
0
8
①
象
⇒
ひ
Q
の
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

障
は
／
δ
罵
U
罵
①
鴇
o
o
Φ
①
巳
⇒
ひ
q
に
及
ぶ
」
。
こ
れ
に
つ
い
て
二
つ
の
理
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、

由
を
挙
げ
て
い
る
。
一
つ
の
理
由
は
、
陪
審
員
の
選
任
過
程
自
体
は
非
常

に
重
要
な
過
程
で
あ
っ
て
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
訴
訟
関
係
者
及
び
刑
事

裁
判
制
度
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

歴
史
的
に
見
れ
ば
、
「
陪
審
員
の
選
任
過
程
は
（
例
外
を
除
い
て
）
公
開

の
手
続
（
ロ
g
巨
8
蔑
o
o
Φ
ω
ω
）
で
あ
る
と
い
う
推
定
で
今
ま
で
至
っ
て
き

（
2
8
）

た
」
。
こ
の
陪
審
員
の
選
任
過
程
の
公
開
性
の
推
定
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら

そ
の
ま
ま
ア
メ
リ
カ
植
民
地
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

二
つ
目
の
理
由
は
、
公
開
性
は
刑
事
裁
判
が
公
正
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
、
刑
事
裁
判
制
度
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
こ
と
、
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

び
こ
の
制
度
が
有
効
に
作
用
す
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
。
非
公
開
の

只
o
o
①
⑦
象
昌
α
q
は
絶
対
に
行
わ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
　
「
o
〈
Φ
肩
置
言
ひ
q

な
利
益
の
為
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
」
限
り
、
し

か
も
、
「
そ
の
手
続
が
そ
の
目
的
に
厳
密
に
符
合
し
て
い
な
け
れ
ば
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

＜
o
詫
U
貯
Φ
只
o
o
Φ
o
窪
⇒
σ
q
の
非
公
開
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
第
二
に
、
こ
の
判
決
で
は
公
開
性
の
推
定
を
覆
し
て
い
な
い
。
つ
ま

り
、
＜
o
貯
U
罵
Φ
の
公
開
が
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵

害
す
る
こ
と
、
或
い
は
陪
審
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ

と
等
に
つ
い
て
の
事
実
認
定
を
行
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
手
続
の
非
公

開
に
対
す
る
適
切
な
理
由
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
担
当
裁
判
官
の
速
記

録
の
非
公
開
命
令
に
つ
い
て
は
、
陪
審
員
の
利
益
を
保
護
す
る
代
替
手
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

の
存
否
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。

原
判
決
を
破
棄
し
、
0
9
。
一
嵩
。
ヨ
冨
O
o
⊆
詳
。
出
〉
℃
b
Φ
巴
に
差
し
戻
す
。

〈
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
省
略
す
る
〉

ω
・

O
ミ
ミ
黛
ミ
、
触
．
O
s
、
恕
．
Q
…
O
ミ
、
§
ミ

㎝
卜
。
い
≦
ま
一
。
。
…
お
刈
d
・
ω
．
ω
⑩
（
一
㊤
o
◎
癖
）
．

G
o
む
　
q
・
O
鳴
ミ
讐
3

〔
事
実
の
概
要
〕

　
こ
の
判
決
は
、
盗
聴
に
用
い
た
録
音
テ
ー
プ
の
証
拠
能
力
に
関
す
る

O
お
慧
巴
ゴ
Φ
碧
冨
ゆ
q
（
ω
⊆
ロ
℃
『
Φ
ω
忽
急
げ
①
碧
冒
α
q
）
を
非
公
開
と
し
う
る

か
否
か
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
警
察
は
、
一
九
八
一
年

の
後
半
に
わ
た
っ
て
（
六
ケ
月
間
）
…
幾
つ
か
の
電
話
を
盗
聴
し
、
そ
の
結

果
、
三
七
人
が
株
賭
博
に
か
ら
ん
で
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ

で
翌
年
の
一
月
に
、
警
察
は
本
件
の
上
告
人
の
他
三
五
人
置
、
ジ
ョ
ー
ジ

ア
州
の
O
馬
。
碕
貯
．
さ
簿
ミ
鳴
ミ
㌧
ミ
、
ミ
鳴
ミ
ミ
§
亀
G
ミ
ミ
貸
O
、
鷺
嵩
－

凝
ミ
“
§
防
（
西
6
0
）
』
ミ
及
び
賭
博
を
禁
ず
る
別
の
制
定
法
へ
の
違
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

を
理
由
に
逮
捕
し
、
起
訴
し
た
。

　
本
件
の
上
告
人
は
裁
判
の
前
に
、
証
拠
（
盗
聴
に
よ
る
証
拠
も
含
む
）
は

違
法
な
捜
査
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
主
張
し
、
こ
の
証

拠
の
提
出
禁
止
の
申
し
立
て
を
担
当
裁
判
官
に
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

検
察
側
は
、
　
鷺
Φ
三
巴
ず
。
心
惑
σ
q
を
公
開
す
れ
ば
、
第
三
者
の
情
報
が

公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
又
、
今
後
の
捜
査
に
支
障
を
き
た
す
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

非
公
開
の
請
求
を
し
た
。
被
告
側
は
公
開
を
主
張
し
た
が
、
州
裁
判
所
は

検
察
側
の
主
張
を
認
あ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
七
日
間
に
わ
た
る
非

公
開
プ
。
母
ぎ
σ
q
の
う
ち
、
実
際
に
当
該
テ
ー
プ
の
審
理
に
あ
て
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

時
間
は
わ
ず
か
二
時
間
半
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
本
件
の
上
告
人
は
、
そ
の

53　（2　・161）　351



判例研究

後
、
肉
、
G
O
エ
G
『
に
つ
い
て
は
無
罪
、
賭
博
に
関
す
る
制
定
法
違
反
で

有
罪
と
な
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
は
そ
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

に
対
し
て
連
邦
最
高
裁
は
原
判
決
を
破
棄
し
、
差
し
戻
し
た
。

〔
判
旨
〕

〈
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
の
法
廷
意
見
一
法
廷
意
見
全
員
一
致
で
、
原
判
決

　
を
破
棄
し
、
州
裁
判
所
に
差
し
戻
す
〉

　
こ
の
判
決
の
最
高
裁
で
の
争
点
は
三
つ
あ
り
、
第
一
は
、
被
告
人
の
修

正
第
六
条
に
基
づ
く
権
利
は
、
℃
お
巳
巴
段
階
で
の
冨
碧
一
昌
α
q
ま
で
及

ぶ
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。
第
二
は
、
こ
れ
に
及
ぶ
と
す
れ
ば
、
本
件
に

お
い
て
同
権
利
の
侵
害
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
第
三

は
、
侵
害
が
あ
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
救
済
が
発
生
す
る
の
か
の
問
題
で

あ
る
。

　
最
高
裁
は
、
争
点
一
に
つ
き
積
極
的
に
解
し
、
　
ヤ
ミ
題
－
肉
ミ
ミ
、
適
亀

（
3
6
＞

判
決
と
同
様
、
ω
非
公
開
を
求
め
る
側
が
、
テ
ー
プ
を
公
開
し
た
場
合
に

も
た
ら
さ
れ
る
損
失
は
非
公
開
と
し
た
場
合
よ
り
も
。
＜
Φ
霞
一
口
コ
σ
q
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
回
非
公
開
措
置
が
、
ω
の
目
的
と
厳
密
に
符
合

（
3
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

し
、
㈲
担
当
裁
判
官
が
代
替
策
を
十
分
検
討
し
、
目
上
級
裁
判
所
が
審
査

す
る
際
、
容
易
な
よ
う
に
十
分
な
認
定
を
し
て
お
く
こ
と
等
の
条
件
を
列

　
　
（
4
0
）

撫
し
た
。

　
争
点
二
に
つ
い
て
は
、
本
件
テ
ー
プ
の
公
開
に
つ
き
、
ど
の
部
分
が
誰

の
ど
の
よ
う
な
利
益
を
害
す
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り

か
、
代
替
策
に
つ
い
て
の
検
討
に
も
欠
け
る
と
し
て
、
権
利
侵
害
を
肯
定

（
4
1
）

し
た
。

　
争
点
三
の
救
済
に
つ
い
て
は
、
上
告
人
（
被
告
人
）
は
⇒
①
芝
仲
ユ
巴
を
、

連
邦
司
法
省
の
鋤
巨
8
ω
o
霞
冨
①
（
法
廷
助
言
者
）
は
p
Φ
≦
ω
償
℃
只
Φ
叩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

ω
δ
昌
ゴ
①
碧
一
昌
σ
q
を
提
唱
し
て
い
た
。
最
高
裁
は
救
済
と
侵
害
行
為
と
の

内
的
連
関
性
を
重
視
し
、
司
法
省
の
示
唆
に
従
い
昌
Φ
≦
ω
ε
只
Φ
ω
ω
δ
コ

ゴ
Φ
碧
冒
α
q
に
よ
り
、
テ
ー
プ
の
ど
の
部
分
を
非
公
開
と
し
て
よ
い
の
か
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

検
討
す
る
よ
う
州
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
。

二
　
判
例
の
検
討

△
公
開
裁
判
の
権
利
一
そ
の
歴
史
的
背
景
∀

　
公
開
の
裁
判
（
唱
¢
σ
犀
O
け
『
一
①
一
）
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
歴
史
的
に

見
る
と
、
公
開
（
O
仁
げ
一
一
〇
）
と
い
う
言
葉
は
イ
ギ
リ
ス
の
ω
跨
ζ
舞
芸
①
乏

缶
巴
Φ
と
か
U
d
冨
。
犀
ω
8
⇒
Φ
た
ち
が
（
一
七
世
紀
に
）
人
民
の
権
利
自
由

に
つ
い
て
論
じ
た
議
論
の
な
か
で
初
あ
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と

　
　
　
　
（
4
4
）

い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
そ
の
「
公
開
性
」
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
及
び
何
を
確
保
す
る
の
か
に
関
し

て
は
具
体
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
た
だ
、
公
開
の
裁
判
と
い
う
の
は
公

衆
の
誰
で
も
が
傍
聴
で
き
る
も
の
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
従
っ

て
、
公
衆
は
裁
判
に
関
す
る
情
報
を
受
け
る
こ
と
が
常
に
で
き
た
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

そ
の
情
報
を
欠
く
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
思
わ
れ
て
い
た
。

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
公
開
の
裁
判
は
イ
ギ
リ
ス
以
来
の
コ
モ
ン
．
ロ
ー
に

基
礎
を
お
い
た
も
の
で
あ
り
、
刑
事
裁
判
の
重
要
な
特
徴
と
な
っ
て
い
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る
。
権
利
章
典
の
制
定
に
際
し
て
マ
ジ
ソ
ン
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
第
一

次
草
案
に
は
、
被
告
人
に
関
す
る
権
利
保
障
と
し
て
裁
判
の
公
開
を
求
め

る
権
利
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
修
正
第
六
条
の
一
部
に
な
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

が
知
ら
れ
て
い
る
。
マ
ジ
ソ
ン
や
当
時
の
憲
法
起
草
者
た
ち
に
よ
る
と
、

裁
判
の
公
開
の
意
義
は
次
の
三
つ
に
求
め
ら
れ
る
。
第
一
に
、
司
法
権
濫

　
　
（
4
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
＞

用
の
抑
制
、
第
二
に
、
偽
証
の
防
止
、
第
三
に
、
司
法
過
程
へ
の
信
頼
を

　
　
　
　
（
4
9
）

高
め
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
公
開
の
裁
判
は
当
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

な
こ
と
と
思
わ
れ
、
争
い
は
な
か
っ
た
。

〈
公
開
裁
判
理
論
に
つ
い
て
〉

　
ア
メ
リ
カ
の
州
レ
ベ
ル
で
は
、
裁
判
の
公
開
は
大
部
分
に
お
い
て
認
め

ら
れ
て
い
る
が
、
た
だ
公
開
裁
判
（
や
d
「
げ
財
O
鹸
噌
一
9
一
）
と
い
う
も
の
の
意

味
に
つ
い
て
は
論
争
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
州
の
見
解
は
大
き
く

二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、

づ
O
び
膏
樗
凶
9
。
一
と
は
．
．
春
嵐
量
目
岳
無
帥
ω
嵩
9
0
。
Φ
o
同
Φ
件
．
、
で
あ
る
と
し

　
　
（
5
1
）

て
い
る
。
も
う
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
．
げ
け
ユ
巴
け
ゴ
思
量
Φ
℃
β
げ
ゴ
〇
一
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

砕
①
Φ
8
重
富
昌
α
．
、
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
即
ち
、
前

者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
州
に
お
い
て
は
、
傍
聴
が
弁
護
士
の
他
被
告
人

の
親
戚
及
び
友
人
に
限
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
開
の
裁
判
で

あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
州
で

は
、
傍
聴
人
の
範
囲
の
い
か
な
る
限
定
も
、
公
開
の
要
請
に
反
す
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
適
用
す
る
に
せ
よ
、
公
開
の
裁
判
に
は
一
般
に
認

め
ら
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
制
約
が
あ
る
。
第
一
に
、
全
て
の
裁
判
所
は

公
衆
の
傍
聴
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
例
え
ば
、
傍
聴
席
が
限
ら
れ

　
　
　
（
5
3
）

て
い
る
場
合
）
。
第
二
に
、
非
行
を
犯
し
、
或
い
は
法
廷
秩
序
を
害
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

可
能
性
が
あ
る
傍
聴
人
を
、
裁
判
所
は
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三

に
、
特
定
の
傍
聴
人
（
例
え
ば
、
報
道
機
関
）
が
法
廷
等
の
活
動
に
よ
っ

て
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

裁
判
所
は
こ
の
傍
聴
人
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
に
、
裁
判
所

は
、
あ
る
証
人
の
証
言
に
際
し
て
、
一
般
公
衆
を
一
時
的
に
排
除
す
る
こ

　
　
　
（
5
6
）

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
特
定
の
証
拠
が
わ
い
せ
つ
な
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

あ
る
と
予
想
で
き
れ
ば
、
裁
判
の
非
公
開
命
令
を
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

〈
刑
事
裁
判
へ
の
公
衆
の
ア
ク
セ
ス
権
に
つ
い
て
〉

　
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
刑
事
裁
判
へ
の
公
衆
の
ア
ク
セ
ス
権
の
根
拠
は

次
の
三
つ
の
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
。
第
一
の
根
拠
は
、

ミ
き
§
§
織
判
決
で
バ
ー
ガ
ー
長
官
の
多
数
意
見
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
即
ち
、
コ
モ
ン
・
ロ
・
1
の
伝
統
に
お
け
る
裁
判
の
審
理
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

開
の
推
定
（
只
Φ
ω
償
ヨ
讐
δ
⇒
o
h
8
0
p
＃
一
9
ω
）
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
．
一

の
根
拠
は
、
同
判
決
で
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
多
数
意
見
に
お
い
て
述
べ
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
憲
法
の
構
造
的
考
察
（
ω
聖
心
。
け
霞
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

0
8
ω
謡
ε
江
。
昌
巴
o
o
昌
ω
悪
感
穴
一
8
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
根
拠

は
、
様
々
な
判
決
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
公
開
性
の
政
策
的
根
拠
（
竹
巨
8
《

α
q
『
o
¢
昌
傷
ω
h
o
『
o
O
o
跡
コ
Φ
ω
ω
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　
第
三
の
根
拠
は
四
つ
の
点
に
基
づ
く
。
第
一
に
、
公
衆
の
監
視
（
宕
び
膏
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ω
。
毎
昌
受
）
は
司
法
権
濫
用
を
防
止
す
る
。
公
衆
に
対
す
る
公
開
は
、
被

告
人
に
対
す
る
公
正
な
裁
判
、
即
ち
、
有
罪
か
無
罪
か
の
判
断
を
正
確
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

行
う
こ
と
を
保
障
す
る
基
本
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
公
衆
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ひ
　

監
視
は
、
又
、
検
察
側
及
び
警
察
の
違
法
な
捜
査
を
防
止
す
る
。
第
二

に
、
刑
事
裁
判
の
公
開
は
、
訴
訟
関
係
者
の
良
心
的
な
行
動
を
確
保
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
曽
）

特
に
証
人
の
証
言
の
質
を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
に
、
公
開
性

は
裁
判
制
度
に
対
す
る
公
衆
の
信
頼
を
高
め
、
公
正
な
裁
判
が
現
実
に
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
礁
）

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
第
四
に
、
公
開
の
刑
事
裁
判
は
、
　
一
種
の
社

　
　
　
　
　
　
　
（
4
b
）

会
鎮
静
効
果
を
持
つ
。
即
ち
、
社
会
に
と
っ
て
衝
撃
的
な
犯
罪
が
発
生
し

た
場
合
に
、
裁
判
を
公
開
し
て
行
う
こ
と
は
、
公
衆
の
不
安
を
和
ら
げ
る

と
思
わ
れ
る
。

　
公
衆
の
ア
ク
セ
ス
権
に
対
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
制
約
が
あ

る
。
箇
単
に
説
明
す
る
な
ら
ば
、
第
一
に
、
歴
史
的
、
伝
統
的
に
公
衆
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
師
、

ア
ク
セ
ス
権
を
有
し
な
い
場
合
、
即
ち
、
　
σ
＄
o
プ
∩
o
蕊
Φ
お
昌
。
Φ
、
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

官
と
ク
ラ
ー
ク
達
の
間
の
討
論
等
は
普
通
非
公
開
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
第
二
に
、
O
鋸
σ
一
一
〇
〇
9
一
〇
団
に
関
す
る
制
約
が
あ
る
。
典
型
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
研
）

な
例
と
し
て
は
、
国
家
の
安
全
に
関
す
る
問
題
や
、
州
又
は
個
人
の
プ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
6
8
）

イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
問
題
等
が
考
え
ら
れ
る
。

〈
公
開
裁
判
と
ア
ク
セ
ス
権
と
の
関
係
∀
・

　
一
九
七
九
年
の
O
§
ミ
畿
事
件
以
前
は
、
公
衆
が
裁
判
を
傍
聴
す
る

権
利
を
有
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
直
接
言
及
し
た
最
高
裁
判
所
の

判
決
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
O
§
ミ
慧
事
件
で
は
、
合
衆
国
憲
法
の
修
正

第
六
条
の
保
障
す
る
公
開
の
裁
判
を
求
め
る
権
利
は
、
も
っ
ぱ
ら
刑
事
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

判
の
被
告
人
に
属
す
る
、
と
判
示
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
被
告
人
以
外
が

有
す
る
裁
判
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
翌
年
の
ミ
忘
ミ
。
ミ
事
件
で
は
、
公
衆
や
報
道
機
関

は
、
合
衆
国
憲
法
の
修
正
第
一
条
に
基
づ
い
て
刑
事
裁
判
へ
の
ア
ク
セ
ス

権
を
保
障
さ
れ
る
、
と
判
示
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
、
修

正
第
一
条
は
公
開
裁
判
を
直
接
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
反

論
も
あ
る
が
、
個
人
の
言
論
及
び
出
版
の
自
由
は
、
公
衆
が
必
要
と
す
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
を
も
含
み
、
裁
判
の
公
開
も
そ
の
一
環
と

し
て
保
障
さ
れ
る
と
連
邦
最
高
裁
は
解
し
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
以
上
の

判
例
に
よ
れ
ば
、
修
正
第
六
条
は
刑
事
被
告
人
に
対
し
て
公
開
裁
判
を
保

障
し
、
修
正
第
一
条
は
公
衆
（
報
道
機
関
）
に
対
し
て
刑
事
裁
判
へ
の
ア

ク
セ
ス
権
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
一
九
八
四
年
の
、
、
題
㍗

肉
ミ
ミ
辱
蓋
題
事
件
と
ミ
ー
ミ
壽
、
事
件
で
は
、
更
に
、
以
上
の
裁
判
公
開

原
則
の
箕
島
ユ
賢
宰
O
o
①
①
象
⇒
ひ
q
へ
の
拡
．
張
が
肯
定
さ
れ
た
。

〈
州
利
益
の
尊
重
の
必
要
性
〉

　
以
上
の
考
察
で
わ
か
る
よ
う
に
公
開
裁
判
及
び
公
衆
の
ア
ク
セ
ス
権

は
、
合
理
的
な
制
約
に
反
し
な
い
限
り
、
公
正
な
裁
判
が
現
実
に
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦

と
州
の
裁
判
管
轄
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
少
な
く
と
も
肉
母
諒
§
§
織
事
件

判
決
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
公
開
裁

判
が
い
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
意
味
や
範
囲
は
州
レ
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ベ
ル
で
決
め
る
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
各
州
に
は
そ
の
州
の

個
性
が
あ
り
、
各
州
の
立
法
府
は
州
の
個
性
に
あ
わ
せ
て
法
を
制
定
し
、

こ
れ
を
連
邦
最
高
裁
は
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
は
五
十
の
州
裁
判
制
度
及
び
一
つ
の
連
邦
裁
判
制
度
が
あ
り
、
連
邦
最

高
裁
は
州
の
最
高
裁
の
判
断
が
合
衆
国
憲
法
に
違
反
し
た
場
合
の
み
、
そ

の
判
断
を
覆
す
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
レ
ー
ン
キ
ス
ト
裁
判
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述
べ
た
よ
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、
「
州
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裁
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。

　
こ
の
よ
う
に
、
州
利
益
の
尊
重
の
必
要
性
を
加
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、

最
初
に
紹
介
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る
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〇
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。
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右
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ず
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推
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述
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．
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嵩
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幻
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q
ω
Φ
　
℃
⊆
び
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⇒
旭
四
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刈
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℃
．
メ
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照
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（
1
8
）
さ
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ぎ
碁
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ミ
題
q
．
魯
ミ
§
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ω
刈
①
d
・
Q
Q
●
N
綬
・
卜
。
刈
O
参

　
　
照
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（
1
9
）
こ
の
情
報
収
集
の
権
利
の
及
ぶ
範
囲
は
、
求
め
ら
れ
る
情
報
と
そ

　
　
れ
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
利
益
の
衡
量
に
よ
り
測
定
さ
れ
る
。
こ
の

　
　
衡
量
に
際
し
て
、
二
つ
の
評
価
す
べ
き
点
が
考
え
ら
れ
る
。
ω
審

　
　
理
に
同
席
し
た
り
、
情
報
を
取
得
す
る
公
衆
の
権
利
が
永
続
的
か

　
　
　
つ
重
要
な
伝
統
の
裏
付
け
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う

　
　
こ
と
、
②
ア
ク
セ
ス
が
持
つ
価
値
は
個
別
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
ず
、
個
々
の
統
治
過
程
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
そ
の
統
治
過
程

　
　
と
の
関
連
に
お
い
て
持
つ
重
要
性
。
濠
。
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d
．
Q
Q
●
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照
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（
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①
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＼
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⑩
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①
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⑩
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）
㌧
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・
碧
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（
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）
陪
審
員
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選
ば
れ
た
後
、
事
件
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利
害
関
係
を
有
す
る
者
、
偏
見

　
　
を
有
す
る
者
は
、
除
斥
さ
れ
る
。
選
ば
れ
た
も
の
に
こ
の
よ
う
な

　
　
事
情
が
あ
る
か
否
か
を
調
べ
る
た
め
、
両
当
事
者
の
弁
護
士
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、

　
　
質
問
を
す
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と
が
で
き
、
そ
れ
に
基
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由
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。
。
。
・
。
。
O
刈
（
ソ
肖
一
コ
⇒
O
ω
O
け
鋤
．
　
　
一
㊤
①
Φ
）
●
又
、

　
　
　
し
σ
Φ
葺
げ
①
ヨ
・
一
・
曽
愚
●
g
．
計
O
●
零
よ
。
。
を
参
照
。

（
4
9
）
切
Φ
色
け
ゴ
①
8
り
，
旨
●
り
O
特
・
ら
疑
・
響
O
．
①
o
o
●

（
5
0
）
幻
鋤
山
一
昌
曽
　
］
≦
●
愚
・
象
．
、
●
り
弓
・
ω
㊤
心
。

（
5
1
）
2
0
け
①
り
ト
．
日
ず
①
幻
帥
α
q
げ
酔
　
叶
O
O
℃
出
び
嵩
O
］
リ
ユ
9
0
一
一
昌
O
ユ
ヨ
一
昌
巴

　
　
　
0
9
ω
Φ
ω
り
、
心
一
　
〉
貯
ミ
寄
、
瀞
q
遮
＆
偽
、
詮
竜
卜
黛
§
さ
ミ
恥
ミ
ド
一
ω
◎
o
》

　
　
　
H
ぱ
O
（
一
㊤
①
①
）
●
こ
の
よ
う
な
説
を
と
る
グ
ル
ー
プ
は
い
わ
ゆ
る
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「
狭
い
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
と

　
　
　
し
て
、
フ
ロ
リ
ダ
州
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
、
ア
イ
ダ
ホ
ー
州
、
ル
イ
ジ

　
　
　
ア
ナ
多
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
5
2
）
奪
ミ
●
舞
P
H
区
一
●
こ
の
よ
う
な
説
を
と
る
グ
ル
ー
プ
は
前
者
よ

　
　
　
り
「
よ
り
広
い
ア
プ
ロ
；
チ
」
を
採
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
例
と
し
て
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
、
ア
ラ
バ
マ
州
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

　
　
　
州
、
ミ
シ
ガ
ン
官
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
5
）
さ
鳴
、
二
戸
　
⑦
味
Q
、
3
　
N
㎝
ω
・
図
7
　
N
㎝
ト
っ
望
　
N
①
O
（
一
Q
Q
Φ
α
）
唄
⑦
、
無
譜
曽
・

　
　
　
O
§
題
♪
一
ω
O
＞
鉱
p
⇒
怠
。
①
心
F
①
膳
①
（
一
⑩
N
㎝
）
等
を
参
照
Q

（
5
4
）
O
、
帆
ミ
N
ミ
ミ
色
詞
・
⑦
味
Q
、
辞
　
N
ω
’
ノ
＜
・
①
ω
一
曽
の
q
o
ω
ω
　
（
一
〇
Q
o
Q
①
）
旧
の
味
◎
、
鳴

　
　
　
唱
・
O
§
禽
♪
鵠
O
＞
並
習
訟
。
①
お
”
①
轟
①
（
一
Φ
N
㎝
）
等
を
参
照
。

（
5
5
）
b
亀
魁
一
句
讐
・
q
蕊
蹄
鴨
織
＠
亀
味
鮎
漁
卜
○
心
島
台
Φ
魁
・
ω
Φ
腿
田
ω
り
窃
（
o
O
餓
9
0
貯
こ

　
　
　
H
㊤
一
口
）
旧
的
河
魚
博
鶏
、
気
魁
■
さ
掬
ミ
鴨
、
、
・
　
ω
o
Q
ら
一
q
●
ω
．
ω
ω
ω
　
（
一
⑩
①
①
）

　
　
　
等
を
参
照
。

（
5
6
）
O
＼
蝋
ミ
N
ミ
鮎
謎
　
触
．
吻
鳳
黛
味
♪
　
　
N
　
ω
・
名
．
　
①
ω
一
　
（
一
G
◎
c
◎
①
）
…
的
味
黛
触
鳴
魁
・

　
　
　
G
亀
、
ミ
討
趨
§
　
ド
一
〇
　
Z
●
名
●
ω
蒔
卜
⊃
　
（
一
⑩
O
刈
）
脚
　
き
晦
Q
ミ
鉾
　
⑦
味
亀
妹
♪

　
　
　
c
。
㎝
ω
・
ぞ
・
卜
。
山
．
⑩
ω
一
（
一
り
ω
α
）
等
を
参
照
。

（
5
7
）
⑦
鳳
Q
、
鳴
q
・
O
＼
◎
Q
詞
　
一
一
〇
Q
　
ω
O
O
一
ず
Φ
H
昌
　
刈
O
ω
　
（
H
り
N
O
Q
）
一
q
§
疑
鳴
織

　
　
　
句
論
匙
～
鳴
吻
鉾
　
映
O
贈
、
斜
　
一
刈
N
男
Φ
α
●
　
N
α
。
　
㊤
一
P
　
㊤
卜
O
N
（
ω
『
α
●
　
○
一
づ
曽

　
　
　
お
お
）
等
を
参
照
。

（
5
8
）
心
幽
c
Q
d
「
・
ω
・
　
㎝
①
S

（
9
5
）
㌧
守
焼
目
・
　
9
叶
㎝
o
o
刈
・

（
6
0
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
N
ミ
肉
鮎
O
ミ
蒔
3
ω
ω
ω
C
・
ω
．
卜
。
α
評
N
ざ

　
　
　
（
一
Φ
β
G
Q
）
胴
　
穿
討
防
　
魁
・
　
S
鳴
心
添
図
　
ω
O
Q
H
　
d
●
ω
・
　
㎝
ω
c
Q
　
（
一
Φ
①
㎝
）
脚

　
　
　
O
窺
謡
誌
ミ
叫
　
G
O
●
　
魁
・
　
b
鳴
野
貸
吻
心
ミ
Q
、
♪
　
　
同
心
ω
　
d
．
ω
●
　
ω
①
G
Q
層
　
ω
o
Q
O

　
　
　
（
一
り
刈
Φ
）
嚇
　
謁
跨
諒
§
O
ミ
概
　
さ
§
愚
Q
博
戦
、
防
　
㌧
ミ
ら
。
　
触
．
　
＜
賊
碍
焼
遮
暁
3

　
　
　
蒔
膳
Q
Q
d
’
ω
・
㎝
①
Φ
（
一
⑩
○
◎
O
）
鴇
Z
O
叶
ρ
　
な
↓
プ
①
幻
一
ひ
q
げ
け
叶
O
＞
＃
①
口
α

　
　
　
0
ユ
b
ば
⇒
①
一
国
Φ
9
瓜
昌
σ
q
ω
ご
刈
G
o
G
O
㍉
黛
ミ
S
篤
Q
卜
笥
ミ
沁
鳴
ミ
鳴
ミ
一
ω
O
c
o
9

　
　
　
一
ω
卜
○
ω
一
N
昏
　
（
一
Φ
刈
o
o
）
脚
　
団
Φ
嵩
⇒
Φ
『
　
鋤
昌
創
　
内
〇
一
①
団
ψ
　
雲
＞
6
0
Φ
ω
ω
　
け
O

　
　
　
『
信
自
陣
O
一
9
一
　
℃
「
O
O
①
Φ
儀
一
コ
ひ
q
ω
”
　
↓
O
　
肉
焼
ら
詮
ミ
ミ
ミ
織
　
ミ
ミ
防
博
黛
辱
鳴
『
吻

　
　
　
9
昌
創
b
σ
①
）
δ
昌
q
）
一
①
ミ
、
箆
笥
ミ
織
G
母
疑
沁
幽
晦
鳶
誘
1
0
き
ミ
ト
凡
守
鳴
、
赴
鳴
吻

　
　
　
卜
織
ミ
肉
鳴
ミ
§
凸
9
爲
。
。
（
隔
り
o
o
一
）
等
を
参
照
。

（
6
1
）
Q
袋
疑
ミ
ざ
ミ
ミ
鉾
O
鳴
。
武
皆
“
膳
①
刈
d
●
ω
・
ω
P
ミ
（
6
。
。
蒔
）
で

　
　
　
は
、
　
、
甫
プ
Φ
づ
⊆
σ
膏
冒
α
q
窪
Φ
養
一
げ
P
ω
9
ω
貫
。
口
ひ
q
一
葺
Φ
話
馨

　
　
　
一
ご
①
×
℃
O
の
一
嵩
o
q
　
ω
＝
げ
ω
け
山
昌
鉱
動
一
9
ご
Φ
σ
q
9
鉱
○
⇔
g
り
O
h
層
O
ぱ
O
Φ
筥
一
ω
l

　
　
　
O
O
昌
島
¢
O
け
け
O
叶
ゴ
Φ
ω
鋤
一
償
け
9
同
《
①
h
h
Φ
O
け
ω
O
h
℃
自
σ
一
一
〇
ω
O
円
岱
怠
⇒
｝
」
Ψ
｝

　
　
　
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
男
Φ
づ
コ
Φ
弓
習
庫
囚
。
δ
ざ

　
　
　
愚
・
N
、
こ
℃
・
お
。
。
を
参
照
。

（
6
2
）
沁
蝋
ら
討
§
O
醤
織
　
ぎ
物
腎
“
腎
鴨
、
動
　
㌧
ミ
ら
・
触
●
　
『
暁
薦
張
蕊
焼
♪
　
蔭
心
c
o
d
♂
ω
・

　
　
　
㎝
①
Φ
（
一
Φ
O
Q
O
）
咀
、
N
鳴
防
防
！
肉
§
討
、
四
三
砺
鳴
G
O
●
艶
・
⑦
ミ
野
鳴
註
O
、
G
味
・
ミ

　
　
　
G
Q
職
＼
こ
謁
一
団
恥
＼
詮
魯
曽
心
①
膳
d
「
・
ω
●
㎝
N
O
　
（
一
㊤
Q
Q
ら
）
旧
O
袋
セ
ゴ
N
Q
ミ
鳴
鳩

　
　
　
魁
・
O
ミ
武
器
“
ら
雪
¢
・
ω
・
ま
（
一
⑩
c
。
ら
）
を
参
照
。

（
6
3
）
O
鶏
ミ
ミ
轟
G
q
・
壁
・
b
鳴
博
Q
ζ
黛
“
鳶
9
濠
。
。
C
・
ω
．
誌
Φ
で
は
、

　
　
　
（
．
↓
財
①
　
餌
σ
二
客
》
N
O
略
け
ゴ
Φ
O
O
口
調
甘
ω
什
O
蝉
自
ヨ
一
ご
一
ω
叶
⑦
同
O
ユ
ヨ
一
昌
p
D
｝

　
　
　
一
9
乏
ω
α
Φ
O
①
づ
◎
ω
一
昌
コ
O
ω
づ
ρ
9
＝
　
℃
鋤
牽
け
O
⇒
げ
プ
①
　
O
O
づ
臣
α
Φ
口
O
Φ

　
　
　
O
h
け
プ
Φ
℃
環
σ
＝
O
一
⇒
一
コ
α
ざ
一
四
一
【
Φ
ヨ
Φ
α
一
Φ
ρ
　
口
昌
傷
O
⇒
『
①
ω
℃
①
O
ひ
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8
『
9
昌
α
　
9
0
ρ
q
9
言
富
昌
。
⑦
≦
騨
ゴ
　
叶
ず
①
℃
『
o
o
①
ω
ω
Φ
ω
　
p
⇒
働

　
　
傷
Φ
ま
Φ
鑓
二
8
ω
o
h
夢
。
ω
Φ
8
β
暮
ω
：
・
．
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
6
4
）
ミ
さ
ミ
§
駄
〉
愈
ミ
魯
匙
鷺
鳶
ミ
ら
●
魁
●
『
慨
武
“
ミ
3
な
。
。
d
・
ω
●

　
　
α
①
マ
謡
（
お
。
。
O
）
旧
等
題
㍗
団
ミ
ミ
特
ミ
亀
“
ま
軽
d
．
ω
’
α
O
o
。
占

　
　
（
一
㊤
Q
◎
蒔
）
を
参
照
。

（
6
5
）
q
ミ
触
ミ
⑦
味
ミ
題
辞
O
ミ
ミ
い
・
“
紹
G
。
司
・
N
ρ
お
O
㌍
お
δ
（
α
上
げ

　
　
Ω
『
こ
一
零
刈
）
を
参
照
。

（
6
6
）
奪
ミ
・
p
。
け
旨
δ
山
『
こ
の
考
え
に
は
、
裁
判
官
と
陪
審
員
の
問

　
　
の
文
書
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
含
ま
れ
る
。

（
6
7
）
肉
艦
暮
§
o
§
亀
〉
貯
§
の
魅
貸
魅
ミ
漁
ミ
♪
賠
●
＜
帆
薦
“
ミ
3
卜
蒔
。
。
d
●
ω
●

　
　
α
。
。
刈
（
お
o
o
O
）
（
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
補
足
意
見
）
…
〉
愈
ミ
寄
身

　
　
『
帆
§
題
O
o
・
辞
q
ミ
壽
亀
⑦
ミ
貯
漁
お
ω
d
●
ω
．
証
ω
り
刈
b
。
中
ミ

　
　
（
一
⑩
§
）
（
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
補
足
意
見
）
、
等
を
参
照
。

（
6
8
）
ミ
禽
§
§
ミ
ミ
♂
、
§
ミ
艦
§
詠
鼻
α
d
・
ω
●
ρ
ω
Φ
呂
8
綴
N

　
　
（
一
㊤
“
①
）
…
§
ミ
㎝
d
●
ω
●
O
．
ω
Φ
o
江
。
⇒
田
b
。
（
げ
）
（
①
）
等
を
参

　
　
照
。
、
O
、
》
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
は
、
阪
本
昌
成
、
『
情

　
　
報
公
開
と
表
現
の
自
由
』
、
成
文
堂
、
一
九
八
三
年
、
を
参
照
。

（
6
9
）
換
言
す
れ
ば
、
裁
判
官
は
、
　
曾
Φ
只
o
o
Φ
ω
ω
と
公
正
な
手
続
を

　
　
保
障
す
る
た
め
に
裁
判
の
公
開
や
公
衆
の
刑
事
裁
判
へ
の
ア
ク
セ

　
　
ス
を
制
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

（
7
0
）
知
覧
暮
§
§
織
≧
町
ミ
㊤
、
貸
特
ミ
吻
ミ
ら
●
ミ
．
『
暁
茜
ミ
ミ
リ
な
。
。
d
・
ω
ら

　
　
①
8
よ
（
一
⑩
◎
◎
O
）
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ジ
ョ
ー
ジ
・
R
・
バ
ラ
。
タ
）
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